
総計 1,098,411 千円

№
歳出予算額

（千円）
資料番号 備考

1 2,573 資料1

2 83 資料2

資料3

-

4 5,696 資料4

5 9,092
資料5
資料6

合計 25,894

№
歳出予算額

（千円）
資料番号 備考

1 ▲ 27,451 -

2 5,751 資料7

3 220 資料10

4 2,000 資料10

5 367 資料11

6 1,209 資料8

7 1,111 資料7

8 2,523 資料12

9 112 -

10 766 -

11 664 -

12 110 -

13 2,033 -

14 6,176 -

15 15,531 -

16 33,326 -

17 ▲ 4,000 -

18 542 -

19 6,533 資料13

20 2,904 資料14

21 100 -

22 206 -

23 30,490 -

24 8,723 資料15

25 1,284 資料16

健康情報活用事業 マイナンバー連携のための健康管理システム改修

「風の里」環境保全事業 護岸修繕工事及び既設ベンチの撤去

（仮称）北川辺コミュニティセンター整備事業 （仮称）北川辺コミュニティセンターの施設運営等に要する経費

中国残留邦人等支援事業

公立放課後児童健全育成事業 大越小学校放課後児童健全育成室を大越小学校へ移転する経費

児童手当支給事業 児童手当制度改正に伴うシステム改修

実績に基づく令和２年度国庫負担金及び県負担金の返還金

生活保護事業 実績に基づく令和２年度国庫負担金及び県負担金の返還金

利用者の増加等に伴う扶助費の増額

障がい者相談管理事業 利用者の増加等に伴う扶助費の増額

自立支援医療費支給事業

3

企業版ふるさと納税寄附実績に伴う委託費の増額

水と緑と文化のまちづくり基金事業 企業版ふるさと納税による寄附金増額分を基金に積立

防犯施設維持管理事業 元和小学校通学路再編成に伴う防犯灯の設置

産後ケア事業

新型コロナウイルス感染症予防対策事業

感染症予防対策のための消毒液等の購入

実績に基づく令和２年度国庫補助金の返還金

集団感染のおそれがある場合、行政検査の対象とならな
い対象者に対するＰＣＲ検査費の増額

保健センター管理運営事業

　○新型コロナウイルス感染症対策以外の予算

事業名 主な内容

8,450

庁舎維持管理事業
北川辺公民館を解体し駐車場として整備するための調査・設計に要する
経費

企業版ふるさと納税促進事業

利用者の増加等に伴う扶助費の増額

生活保護者自立支援事業 実績に基づく令和２年度国庫負担金の返還金

生活保護適正実施推進事業 実績に基づく令和２年度国庫補助金の返還金

実績に基づく令和２年度国庫補助金の返還金

障がい者訪問サービス事業 実績に基づく令和２年度県負担金の返還金

議案関係説明資料

予算関係

■第92号議案　令和3年度加須市一般会計補正予算（第8号）

職員人件費 人事異動等による調整

　○新型コロナウイルス感染症対策予算
3本柱の

取組
事業名 主な内容

感染予防 市長選挙執行事業 感染症予防対策のための消毒液等の購入等

加須保健センター自動ドア修繕及び空調設備設置工事

感染予防
生活支援

学校教育管理事業
学校の感染症予防対策に要する経費
中学校３年生への「絆サポート券」の贈呈に要する経費

コミュニティセンター管理運営事業 公民館のコミュニティセンター化に伴う看板掛け替え工事

実績に基づく令和２年度国庫負担金の返還金

生活困窮者住居確保給付事業 実績に基づく令和２年度国庫負担金の返還金

社会福祉協議会助成事業 社会福祉協議会の本所移転支援に係る補助金の増額

生活困窮者自立相談支援事業

障がい児発達支援事業

障がい者日中活動サービス事業

介護保険事業特別会計繰出事業 介護保険事業特別会計に対する繰出金の減額

未熟児養育医療給付事業 支給件数の増加に伴う養育医療費の増額
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26 3,824 資料17

27 13,800 資料18

28 35,629 資料19

29 1,200 資料20

30 5,786 資料21

31 27,500 資料22

32 14,000 資料22

33 34,800 資料22

34 2,500 資料22

35 5,916 資料22

36 3,218 資料23

37 46,039 資料11

38 19,205 資料11

39 805,034
資料24
資料25

40 797 資料25

41 ▲ 549 資料7

42 3,638 資料26

43 8,694 -

44 ▲ 49,744 -

合計 1,072,517

■第93号議案　令和3年度加須市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）

■第94号議案　令和3年度加須市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

■第95号議案　令和3年度加須市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

■第96号議案　令和3年度加須都市計画事業野中土地区画整理事業特別会計補正予算（第1号）

№
歳出予算額

（千円）
資料番号 備考

1 41,039 資料11

■第97号議案　令和3年度加須市水道事業会計補正予算（第1号）

№
歳出予算額

（千円）
資料番号 備考

1 20,000 資料11

■第98号議案　令和3年度加須市下水道事業会計補正予算（第1号）

資料番号 備考

資料27

資料9

資料28

　○債務負担行為の設定のみ

　○財源内訳の変更（介護保険法改正に伴うシステム改修）及び債務負担行為の設定のみ

　○債務負担行為の設定のみ

ほ場等整備推進事業 畦畔除去等を行う耕作者への補助金の増額

市債利子支払事業 市債利子償還額の確定

小学校施設整備事業
不動岡小学校校舎大規模改造工事に要する経費
特別支援学級等の増加に伴う整備に要する経費

中学校施設整備事業 特別支援学級の増加に伴う備品の整備

公民館管理運営事業

市道134号線などの舗装工事

市債元金償還事業 市債元金償還額の確定

　○債務負担行為の設定のみ

事業名 主な内容

北川辺公民館のコミュニティセンター移行に伴うピアノ移設経費及び人件
費等の減額

給食センター管理運営事業 学校給食の調理等に要する燃料費の増額

野中土地区画整理事業 元和小学校通学路再編に伴う道路整備及び配水管工事負担金

事業名 主な内容

配水管新設整備事業 野中土地区画整理事業通学路整備に伴う配水管布設工事

農業公社支援事業 (株)かぞ農業公社に貸し出しする農業用機械の更新

幹線用排水路改修事業 南篠崎地内の排水路の改修

地籍調査事業 再調査完了に伴う賠償金の返金

道路維持管理事業

農地利用集積推進事業 農地中間管理機構に農地を貸し付けた地区及び個人に対する協力金

通学路安全対策事業 元和小学校通学路再編成に伴うグリーンベルト等の設置

加須駅南口周辺まちづくり推進事業 「まちづくりコンセプト」の策定に要する経費

野中土地区画整理事業特別会計繰出事業 元和小学校通学路再編成に伴う道路整備等に対する繰出金の増額

幹線道路側溝事業 市道284号線の側溝整備

生活道路新設改良事業 市道大1050・1150号線などの道路整備

生活道路側溝事業 市道騎3820号線の側溝整備

橋りょう維持改良事業 一級河川中川に架かる古門樋橋架換に伴う負担金

加須市立公民館を加須市立コミュニティセン
ターとするための関係条例の整備に関する条
例

地域で集えるコミュニティ活動の拠点施設として、加須市立北川辺コミュニティセンター
を新設するとともに、加須市立公民館を加須市立コミュニティセンターとするため、関係
条例について所要の改正をすること。R4.2.1施行ほか

101
加須市家庭的保育事業等の設備及び運営
に関する基準を定める条例の一部を改正す
る条例

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、事業者が記録
する書面について、書面に代えて電磁的記録により行うことができることとするとともに、
家庭的保育事業等に関する基準を改めること。公布の日施行

条例関係

■第99号議案～第105号議案
議案
番号

条例名 趣旨

99 加須市手数料条例の一部を改正する条例
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、長期優良住宅建築
等計画の認定の申請に対する審査に係る手数料の額の改定等をすること。R4.2.20施
行

100
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資料29

資料31

資料32

資料30

資料番号 備考

-

■第106号議案

加須市国民健康保険条例の一部を改正する
条例

出産育児一時金のうち、規則で定める産科医療補償制度における掛金相当分が引き
下げられることを踏まえ、条例で定める額を引き上げることにより、出産育児一時金の支
給総額を維持することとすること。R4.1.1施行

事件関係

106 公の施設の指定管理者の指定について
加須市障害福祉サービス事業所あけぼの園の指定管理者として、社会福祉法人加須
市社会福祉協議会を指定すること。（R4.4.1～R9.3.31）

議案
番号

事件名 趣旨

105
加須市高齢者、障害者等の移動等の円滑化
を促進するための基準に関する条例の一部
を改正する条例

移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令の一部改正に伴
い、自転車歩行者専用道路等に関する基準を定めるとともに、規定の整備をすること。
公布の日施行

102
加須市特定教育・保育施設及び特定地域型
保育事業の運営に関する基準を定める条例
の一部を改正する条例

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等
の運営に関する基準の一部改正に伴い、事業者が記録する書面について、書面に代
えて電磁的記録により行うことができる旨の包括的な規定を定めるとともに、規定の整
備をすること。公布の日施行

103
加須市老人福祉センター条例を廃止する条
例

建物及び設備の老朽化により、施設を安全に市民の利用に供することが困難であるた
め、加須市老人福祉センター不老荘を廃止すること。R4.4.1施行

104
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№ 資料番号 備考

1 資料33

№ 資料番号 備考

1 資料34

2 資料35

3 資料36

4 資料37

5 資料38

6 資料39

行政・イベント関係資料

■行政関係

題名

令和3年12月1日 国指定重要無形民俗文化財 「玉敷神社神楽」の奉納について

県外避難者への訪問・支援

■イベント関係

開催年月日 題名

令和4年2月3日 関東三大不動 不動ヶ岡不動尊總願寺 節分会(せつぶんえ)「鬼追い豆撒き式」

令和4年1月9日 令和４年 加須市成人式

令和3年12月11日ほか オリンピック競技や選手にふれ 新たなスポーツにチャレンジ！！

令和3年12月12日から令和4年1月31日まで イルミネーション大作戦

令和3年12月5日ほか 「クライミングのまち　かぞ」に 将来のスター選手たちが集う

1/1



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 事業名 
市長選挙執行事業 

 

■ 目的 
令和４年４月１７日執行の加須市長選挙及び加須市議会議員補欠選挙の執行に

当たり、新型コロナウイルス感染拡大防止等を図るために、感染症対策用品等の購

入及び対面による手続を避けるための郵送料を措置するものです。 

 

■ 補正予算の概要 
（１）消耗品費 

購入品 用途 予算額 

手指消毒液 入口・出口に設置 733千円 

手袋 投票所・開票所の係員が着用 297千円 

飛沫感染防止ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 投票所の管理者､立会人､係員の前に設置 858千円 

使い捨て鉛筆 選挙人が投票用紙等の記入に使用 337千円 

その他（雑巾、ごみ袋、投票用紙記載台除菌用ウェットタオル等） 306千円 

合計 2,531千円 

 

（２）郵送料 

コロナ対策として、対面により行ってきた次の手続を郵送により対応 42千円 

○当日投票立会人への依頼及び承諾書の送付・返信 

○各投票所の施設管理者への借用依頼及び承諾書の送付・返信 

 

■ 補正予算額 ２，５７３千円 

 

選挙管理委員会 

令和４年４月に予定されている市長選及び市議補選の執行に必要な新

型コロナ感染症対策用品の購入費等を措置 

市長選・市議補選の感染予防対策 

資料１ 

 

【新型コロナ対策（感染予防）】 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 事業名 
産後ケア事業 

 

■ 目的 
新型コロナウイルスの影響により、マスク着用のほか感染予防対策が日常的とな

っている中、安心して事業への参加や施設の利用をしていただけるよう、国の補助

金を活用して、消毒液や除菌シート等の衛生管理に必要な消耗品を購入するもので

す。 

〔産後ケア事業〕 

家族からの支援を受けることができないなどの育児に不安がある方を対象と

して、産後の体調確認や乳房ケアなどのお母さんのケア、体重や栄養のチェック

など赤ちゃんのケア、沐浴や授乳など育児の指導や相談を実施しています。 

○訪問型：助産師等が自宅を訪問し、ケアを行います。 

○デイサービス型：市内の医療機関で、ケアを行います。 

 

■ 補正予算の概要 
購入品 数量 予算額 

マスク 400枚 14千円 

消毒液 8本 66千円 

除菌シート 4個 3千円 

合計 83千円 

 

■ 補正予算額 ８３千円 【国庫補助金あり】 

〔特定財源〕国：83千円（補助率 10/10）母子保健衛生費国庫補助金 

こども局子育て支援課 

コロナ禍においても「産後ケア事業」が安全に実施できるよう衛生管

理に必要な消耗品を購入 

産後ケア事業における感染症対策 

資料２ 

 

【新型コロナ対策（感染予防）】 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 事業名 
新型コロナウイルス感染症予防対策事業 

 

■ 目的 
（１）事業の概要 

加須市内の学校、高齢者施設等の職員、生徒、利用者等から新型コロナの陽性

者が出た場合、保健所の行政検査の対象にならず検査を受けられなかった者のう

ち、集団感染のおそれがあり、市が必要と認めた検査希望者に対し、市独自でＰ

ＣＲ検査を実施しています。 

 

（２）今回の補正理由 

市独自のＰＣＲ検査が当初の見込みを上回るペースで実施されていることや、

年末年始を含む第 6波が予想されること、冬期の風邪患者の発熱とコロナの発熱

の区別のための検査の増加が想定されるなどの理由から、検査を今後も継続する

ため、不足見込額を増額措置するものです。 

 

■ 補正予算の概要 
（１）検査の実施状況（上半期：R3.4.1～R3.9.30） 

年齢区分 検査件数 摘要 

65歳以上 29件 国庫補助の対象（補助対象経費 1件 2万円） 

16歳～64歳 125件 国庫補助の対象外 

16歳未満 124件 

合計 278件  

 

（２）補正予算額の積算 

 想定検査件数 1件当たり検査費用 予算額 

予算現額 299件 25,000円 7,475千円 

今回補正予算 300件※ 25,000円 7,500千円 

合計 599件 － 14,975千円 
※国庫補助の対象である 65 歳以上（補助対象経費 1 件 2 万円）100 件分を含む。 

 

■ 補正予算額 ７，５００千円 【国庫補助金あり】 

〔特定財源〕国：1,000千円（補助率 1/2）疾病予防対策事業費等補助金 

 

健康医療部健康医療推進課 

市が独自に実施しているＰＣＲ検査について、検査の増加に対応する

ための増額措置 

市独自の PCR検査継続のための増額措置 

資料３ 

 

【新型コロナ対策（感染予防）】 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 事業名 
保健センター管理運営事業 

 

■ 目的 
加須保健センターにおいて、西側出入口の自動ドアが故障しているとともに、2

階集団指導室のエアコンは老朽化により空調機能が著しく低下しています。 

同センターは、新型コロナワクチンの集団接種会場でもあることから、自動ドア

を修繕するとともに、新型コロナウイルス感染予防対策として換気を行っても、安

定的に部屋が適温に保たれるよう、新たなエアコンを設置します。 

 

■ 補正予算の概要 
○ 自動ドア修繕（西側出入口）      339千円 

○ エアコン設置工事（2階集団指導室） 5,357千円 

 

■ 補正予算額 ５，６９６千円 

 

健康医療部いきいき健康長寿課 

新型コロナワクチンの集団接種会場である加須保健センターにおい

て、故障した自動ドア及び老朽化した空調設備の修繕等を実施 

保健センターの空調設備等の修繕 

資料４ 

 

【新型コロナ対策（感染予防）】 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 事業名 
学校教育管理事業 

 

■ 目的 
新型コロナウイルスの変異株への置き換わり等により、学校における感染症対策

の一層の徹底が求められていることなどを踏まえ、既に交付を受けた国の補助金の

補助上限額が引き上げられたことから、これを活用し、各学校における感染症対策

を更に強化するために必要な経費を措置するものです。 

 

■ 補正予算の概要 
（１）支援対象経費 

学校における感染症対策等支援（消耗品費） 

○消毒液等の購入 

○抗菌ウェットシート等の購入 

○使い捨て手袋等の購入 

 

（２）予算額の積算 

学校の規模（児童生徒数）により国庫補助金の補助上限額等が異なるため、そ

れに応じた予算を設定します。 

児童生徒数 
補助上限額 

A 

既交付額 

B 

引上げ額 

C=A-B 

該当校 

D 

今回補正予算額 

C×D 

000人～300人 900千円 800千円 100千円 20校 2,000千円 

301人～500人 1,350千円 1,200千円 150千円 6校 900千円 

501人～ 1,800千円 1,600千円 200千円 4校 800千円 

合計 30校 3,700千円 

 

■ 補正予算額 ３,７００千円 【国庫補助金あり】 
〔特定財源〕国：1,850千円（補助率 1/2）学校保健特別対策事業費補助金 

 

学校教育部学校教育課 

各学校における感染症対策を更に強化 

学校における感染症対策の更なる支援 

資料５ 

 

【新型コロナ対策（感染予防）】 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 事業名 
学校教育管理事業 

 

■ 目的 
令和２年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の拡大により、感染症対策の

徹底や学校行事の縮小、修学旅行の中止などの大きな影響を受けながら、コロナ禍

での卒業を迎える市立中学校３年生に、義務教育修了のお祝いとして、また、コロ

ナ禍における子育て家庭への支援及び市内経済の活性化に向けた事業者への支援

として、「ちょこっとおたすけ絆サポート券」を贈呈します。 

 

■ 補正予算の概要 
（１）実施内容 

○市立中学校 3 年生を対象に、市からの応援メッセージと共に「絆サポート券」

5千円分を贈呈する。 

○あらかじめ保護者宛てに通知（絆サポート券引換券兼受領書付）を配布し、3

月 15日の卒業式の受付にて、学校教育課の職員が保護者にお渡しする。 

 

（２）予算額の積算 

○絆サポート券   4,700千円 （5千円×940名） 

○商工会補助金    552千円 

○封入封緘委託料    74千円 

○消耗品・封筒印刷   66千円 

 

■ 補正予算額 ５，３９２千円 

 

学校教育部学校教育課 

中学校卒業をお祝いするとともに、生活支援及び市内経済の活性化の

ため、「ちょこっとおたすけ絆サポート券」５，０００円分を贈呈 

中学校卒業記念「絆サポート券」の贈呈 

資料６ 

 

【新型コロナ対策（生活支援）】 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

■ 事業名 
① 庁舎維持管理事業 

② （仮称）北川辺コミュニティセンター整備事業 

③ 公民館管理運営事業 

■ 目的 
北川辺公民館については、施設等の老朽化が進み、耐震性も低いため、全市的な

コミュニティセンター化【資料 9参照】に先立ち、北川辺公民館の機能を北川辺中

学校の一部スペースに移転し、令和 4年 2月 1日から新たな地域活動の拠点として

（仮称）北川辺コミュニティセンターを開設します。 

そこで、（仮称）北川辺コミュニティセンターの開設に伴い必要となる経費と北

川辺公民館の管理上余剰が生じる経費等を整理するとともに、用途廃止する北川辺

公民館の跡地を北川辺総合支所及び周辺公共施設の駐車場として有効活用するた

め、解体に係る設計等に要する経費を措置するものです。 

■ 補正予算の概要 
（１）（仮称）北川辺コミュニティセンター開設に必要な経費・余剰が生じる経費等 

区分 ②北川辺ｺﾐｾﾝ整備事業 ③公民館管理運営事業 

公民館参与報酬  ▲62千円 

会計年度任用職員報酬・通勤手当 449千円 ▲502千円 

電気・水道・電話料 384千円 ▲27千円 

ピアノ調律手数料・移設料 12千円 42千円 

火災保険料 1千円  

夜間管理業務委託費 256千円  

清掃用具借上料 9千円  

合計 1,111千円 ▲549千円 

（２）北川辺公民館の解体に係る設計業務等の経費 

内容 ①庁舎維持管理事業 

委託料 
アスベスト調査 1,100千円 

建物解体工事設計業務（駐車場設計を含む。） 4,651千円 

合計 5,751千円 
 

■ 補正予算額 ① ５，７５１千円 

② １，１１１千円 

③  ▲５４９千円 

総務部総務課 

北川辺総合支所地域振興課 

生涯学習部生涯学習課 

北川辺公民館を廃止し、令和 4年 2月 1日に地域活動の拠点として（仮

称）北川辺コミュニティセンターを開設することに伴う経費を措置 

（仮称）北川辺コミュニティセンターの開設 

（北川辺公民館の廃止・解体） 

資料７ 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 事業名 
コミュニティセンター管理運営事業 

 

■ 目的 
地域で集えるコミュニティ活動の拠点として、令和 4年 4月 1日から公民館をコ

ミュニティセンターに移行【資料 9参照】するため、施設名称の変更に伴う看板の

掛替えに係る費用を措置するものです。 

 

■ 補正予算の概要 
（１）対象となる看板等 

○玄関付近に設置してある看板 

○外構門柱の銘板 

○避難場所の看板 

 

（２）予算の内訳 

施設名称変更に係る看板掛替え経費 1,209千円 

 

■ 補正予算額 １，２０９千円 

総合政策部市民協働推進課 

生涯学習部生涯学習課 

令和４年４月１日から公民館がコミュニティセンターに移行すること

に伴う施設の看板の掛替え 

公民館のコミュニティセンター化に伴う看板

の掛替え 

資料８ 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 条例の名称 
加須市立公民館を加須市立コミュニティセンターとするための関係条例の整備

に関する条例 

 

■ 目的 
（１）公民館の現状と課題 

現在市内には、公民館 10 館が設置されていますが、加須地域及び北川辺地域

のみに配置されており、地域的な偏りがあります。また、公民館は社会教育法に

基づく社会教育施設であり、営利目的等での利用ができません。 

 

（２）公民館のコミュニティセンター化の目的 

公民館をコミュニティセンターに移行することにより、地域の人々や様々な年

齢層の市民が自由に集い、幅広い利用ができる場を充実します。また、既存のコ

ミュニティセンターと合わせることで、概ね小学校区の単位で市内全域にバラン

スよく配置されることになります。 

 

（３）条例改正の趣旨 

地域で集えるコミュニティ活動の拠点施設として、加須市立公民館を加須市立

コミュニティセンターとし、また、北川辺中学校の一部スペースに北川辺コミュ

ニティセンターを新設するため関係条例を整備するものです。 

 

■ 条例の構成 
№ 条 各条の見出し 

① 第 1条 加須市立公民館条例の一部改正 

② 第 2条 加須市立公民館条例の廃止 

③ 第 3条 加須市立コミュニティセンター条例の一部改正 

④ 第 4条 加須市立コミュニティセンター条例の一部改正 

⑤ 附則 加須市特別職職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正 

⑥ 加須市文化・学習センター条例の一部改正 

⑦ 加須市防災センター条例の一部改正 

 

■ 施行期日・主な改正内容 
施行期日 № 改正等の内容 

R4.2.1 ① ○ 北川辺公民館を廃止すること。 

生涯学習部生涯学習課 

総合政策部市民協働推進課 

令和４年４月１日から、全ての公民館をコミュニティセンターに移行 

加須市立公民館を加須市立コミュニティセンター

とするための関係条例の整備 

資料９ 

 



③ ○ 北川辺ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰを新設すること。 

○ 北川辺ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰの休館日を毎週火曜日及び年末年始（12/29～

1/3）と定めること。 

○ 北川辺ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰの使用料を定めること。 

⑥ ○ 北川辺公民館で使用している拡大印刷機を北川辺文化･学習ｾﾝﾀ

ｰに移転し、使用料を従前と同額とすること。 

R4.4.1 ② ○ 公民館（加須地域の公民館9館）を廃止すること。 

④ ○ 加須地域の公民館6館をｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰとすること。 

○ 新たなｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ6館の休館日を毎週火曜日及び年末年始

（12/29～1/3）と定めること。 

○ 新たなｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ6館の使用料をそれぞれ従前の公民館の使用

料と同額とすること。 

○ ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰの円滑な管理運営を図るため、ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ運営委員

会を置くことができることとすること。 

⑤ ○ 公民館の廃止に伴い、公民館参与の報酬に係る規定を削ること。 

⑦ ○ 防災ｾﾝﾀｰを構成する施設から三俣公民館を削ること。 

※ 施設の利用許可に係る手続は、令和 4年 1月 4日から行うことができることと

すること。 

 

■ スケジュール 
令和３年 令和４年 

12月     1月       2月      3月       4月       5月      6月 

        

 

■ 関係資料 
資料№ 資料のタイトル 

資料７ （仮称）北川辺コミュニティセンターの開設（北川辺公民館の廃止・解体） 

資料８ 公民館のコミュニティセンター化に伴う看板の掛替え 

 

 

北川辺公民館 

公民館 9 館（加須地域） 

北川辺ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

■解体設計業務入札･契約 
図面作成 

アスベスト調査 
積算 

■看板掛替工事契約・着工 
●広報紙等による市民への周知 
●R4.4月分までの施設予約開始（1/4～） 

コミュニティセンター10館 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 事業名 
① 企業版ふるさと納税促進事業 

② 水と緑と文化のまちづくり基金事業 

 

■ 目的 
埼玉西武ライオンズ・レディースの運営法人である（一社）埼玉レディースベー

スボールと相互に連携協力しながら、企業版ふるさと納税制度を活用して企業から

の寄附を募り、加須市地域再生計画に位置付けたまち・ひと・しごと創生寄附活用

事業による取組を推進しています。 

連携協力しながら寄附募集活動を行った結果、企業からの寄附金を受領したため、

寄附額に応じた業務委託費（成果型報酬）を支払うとともに、寄附金を基金に積み

立てます。 

 

■ 補正予算の概要 
（１）歳入 

○ 水と緑と文化のまちづくり寄附金     2,000千円 

R3.9.24受領 ㈱大幸インターナショナル 1,000千円 

R3.9.27受領 ㈱サンワックス      1,000千円 

 

（２）歳出 

① 企業版ふるさと納税支援業務委託料     220千円 

（成果型報酬） 

寄附額の 10%＋消費税等 

2,000,000円*10%＋20,000 円 

 

② 水と緑と文化のまちづくり基金元金積立金 2,000千円 

 

■ 補正予算額 歳入   ２，０００千円 

歳出 ①   ２２０千円 

   ② ２，０００千円 

 

〔参考〕これまでの寄附実績 
○ R3.5.20受領 ウム・ヴェルト㈱     1,000千円 

○ R3.5.21受領 ㈱盛運綜合開発       100千円 

○ R3.6.28受領 ㈱環境管理センター    1,000千円 

総合政策部政策調整課 

（一社）埼玉レディースベースボールと連携協力しながら寄附募集活

動を行った結果、企業版ふるさと納税制度による寄附金を受領 

企業版ふるさと納税制度による寄附金の受領 

資料１０ 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 事業名 
①防犯施設維持管理事業        ②通学路安全対策事業 

③野中土地区画整理事業(野中特別会計) ④配水管新設整備事業(水道事業会計) 

⑤野中土地区画整理事業特別会計繰出事業 

■ 目的 
元和小学校の通学路に指定されている琴寄本田地区を通過する市道大 4221 号線

（通称：善定寺通り）は、大型商業施設へ向かう抜け道であることから、通過車両

の増加等により大変危険な状況となっています。 

このことから、元和小学校、PTA 役員、関係自治会長、市及び教育委員会による

通学路再編成検討委員会において協議した結果、交通量が少ない野中土地区画整理

事業区域内の区画街路（未整備区間を含む。）等に通学路を再編成するとともに、道

路整備並びにグリーンベルト、転落防止策及び防犯灯の設置等の安全対策等を実施

するものです。 

■ 補正予算の概要 
（１）整備方針 

再編成後の通学路について、早期の供用開始を図るため、第 1段階と第 2段階

に分割して効率的・効果的に整備を行います。 

（２）事業ごとの事業費・整備内容 

 

事業名【事業費】 

主な工種 
第1段階 

(R4.5上旬) 

第2段階 

(R4.8下旬) 

① 防犯施設維持管理事業 【367千円】 

防犯灯新設工事 (14箇所) 12箇所 2箇所 

② 通学路安全対策事業 【19,205千円】 

グリーンベルト設置工事 (延長1,780m) 1,450m 330m 

転落防止柵設置工事 (延長265m) 265m - 

路面張付ｼｰﾄ、道路標識･車止め設置工事 (28箇所) 16箇所 12箇所 

ポストコーン設置工事 (50本) 40本 10本 

③ 野中土地区画整理事業 【36,039千円】 

区5-18号線  区画街路築造工事 (延長100m､幅員5m) 100m - 

区6-122号線 区画街路築造工事 (延長150m､幅員6m)  50m 100m 

区6-122号線 雨水幹線工事 (延長 75m､□600×600) -  75m 

④ 配水管新設整備事業 【20,000千円】 

区5-18号線  配水管布設工事 (延長140m､口径75㎜) 140m - 

区6-122号線 配水管布設工事 (延長150m､口径100㎜)  50m 100m 

【元和小学校通学路再編成に要する総事業費:75,611千円】 

学校教育部学校教育課 環境安全部交通防犯課 

大利根総合支所地域振興課・農政建設課 上下水道部水道課 

 
通学路の緊急点検の結果を踏まえ、早急な対応を要する元和小学校通

学路を再編成するとともに、道路整備及び安全対策を実施 

元和小学校通学路の再編成と安全対策の強化 

資料１１ 

 



■ 補正予算額 
会計区分 事業名 補正予算額 摘要 

一般会計 

①防犯施設維持管理事業 367千円  

②通学路安全対策事業 19,205千円  

⑤野中土地区画整理事業特別

会計繰出事業 
46,039千円 

41,039千円を③へ 

5,000千円を④へ 

野中土地区画整

理事業特別会計 
③野中土地区画整理事業 41,039千円 5,000千円を④へ 

水道事業会計 ④配水管新設整備事業 20,000千円  

■ 再編成図 

 

 

第1段階整備後
の通学路

第2段階整備後
の通学路

野中事業区域界
（まちプラを含む）

凡　　　　　　　例

現在の通学路

第1段階整備後
の通学路

野中事業区域界
（まちプラを含む）

凡　　　　　　　例

第 １ 段 階
（令和4年5月上旬頃）

第 2 段 階
（令和4年8月下旬頃）



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 事業名 
社会福祉協議会助成事業 

 

■ 目的 
埼玉東部消防組合の消防署の合理化に係る見直しに伴い、令和 4 年 3 月 31 日を

もって加須南分署が廃止となることを踏まえ、以前から市に対し、本所の移転に係

る支援などについての加須市社会福祉協議会からの要望を受け、加須南分署を無償

貸与するとともに、同協議会が新たな事務所として改修するための工事に係る設計

に要する経費相当額を補助するものです。 

なお、当該事務所に整備する会議室は、同協議会の事業の実施に支障がない範囲

内で、地域の皆様に会議や寄合の場として活用できる施設としてまいります。 

 

■ 補正予算の概要 
（１）対象物件（現：加須南分署） 

○ 建物 庁舎・車庫（合計床面積：765.15㎡） 

○ 土地 加須市下高柳字地原 1932番 1外 1筆（地籍合計：2,616.00㎡） 

 

（２）改修内容（予定） 

 現状 

 

改修後 

1階 女子仮眠室（個室） 会議室 

1階 洗面所・ユニットバス 女子トイレ 

1階 多目的トイレ 多機能トイレ（車いす出入り可） 

1階 食堂/通信・指令室/男子仮眠室（改修無し） 会議室/相談室（会議室）/事務室 

1･2階 男子・女子トイレ（和式） 男子トイレ・女子トイレ（洋式） 

2階 休憩室（和室） 会議室 

 

（３）予算の内訳 

社会福祉協議会補助金 2,523千円 

 

■ 補正予算額 ２，５２３千円 

福祉部地域福祉課 

埼玉東部消防組合加須南分署跡地を加須市社会福祉協議会本所として

利活用するため、改修工事の設計に要する経費相当額を支援 

社会福祉協議会本所の移転に係る支援 

資料１２ 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 事業名 
公立放課後児童健全育成事業 

 

■ 目的 
利用児童の増加に伴い、一時的に大越幼稚園の保育室で実施している大越小学校

放課後児童健全育成室について、大越小学校のコンピュータ室廃止による余裕教室

活用と大越幼稚園の保育室確保のため、改めて大越幼稚園から大越小学校へ移転す

るとともに、移転後の放課後健全育成室と学校の運営を考慮して、複数の教室等を

移動する整備工事を行うものです。 

 

■ 補正予算の概要 
（１）教室等の移転・移動 

現在  移転・移動先 備考 

幼稚園 健全育成室 → 大越小 

1階 

複式学級教室 出入口鍵改修･機械警備

変更･電話移設等 

大越小 

1階 

複式学級室 → 2階 複式ｻﾌﾞ教室  

2階 複式ｻﾌﾞ教室 → 2階 図書室 空調機･児童ﾛｯｶｰ設置･AP

設備移設等 

2階 図書室 → 3階 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室 書棚移設 

3階 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室 → 廃止  

 

（２）予算額の積算 

内 容 整備内容 予算額 

健全育成室整備工事 
出入口鍵改修、外部段差解消工事、電話移設、

外灯改修、機械警備変更 
725千円 

普通教室移転に伴う

大越小学校整備工事 

空調設備設置、児童用ﾛｯｶｰ設置、AP設備移設、

照明 LED化、書棚移設、配線･ｺﾝｾﾝﾄ改修 
5,311千円 

健全育成室備品整備 下駄箱・フロアマット 497千円 

合計 6,533千円 

 

■ 補正予算額 ６，５３３千円 

こども局こども保育課 

大越小学校放課後児童健全育成室を大越幼稚園から大越小学校に移転

することに伴う教室等の整備 

大越小学校放課後児童健全育成室の移転 

資料１３ 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 事業名 
児童手当支給事業 

 

■ 目的 
児童手当法等の一部改正に伴い、特例給付の見直し及び現況届の省略等に対応す

るため、事業の実施に用いている児童手当システムについて、国庫補助金を活用し

て、必要な改修を行うものです。 

 

■ 補正予算の概要 
（１）主な改修内容 

○特例給付の見直し 

高所得の主たる生計維持者を特例給付の対象外とすること。 

特例給付 

月 5,000円 

 対象外 

 特例給付 

月 5,000円 

本則給付 

月 10,000円 

（3歳未満は 15,000円） 

 本則給付 

月 10,000円 

（3歳未満は 15,000円） 

（現行）  （見直し後） 

 

○現況届の省略 

公簿（庁内システムやマイナンバーによる情報連携等）で所得情報等の支給要

件に係る情報等が確認できる場合は、現況届の提出を省略できるようにするこ

と。 

 

（２）予算額の積算 

○児童手当システム改修費 2,904千円 

 

■ 補正予算額 ２，９０４千円 【国庫補助金あり※】 

※現時点において国庫補助金（定額）の基準額（内閣総理大臣が認めた額）が示さ

れていないため、歳入予算は全額を計上 

こども局子育て支援課 

児童手当法等の改正に伴い、特例給付の見直し及び現況届の省略に対

応するため、児童手当システムの改修を実施 

児童手当制度改正に伴うシステム改修 

資料１４ 

 

1,200万円 

960万円 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 事業名 
健康情報活用事業 

 

■ 目的 
新型インフルエンザ予防接種の接種歴や、がん検診などの検（健）診情報につい

て、マイナンバー制度による地方自治体間の情報連携や、本人専用サイト「マイナ

ポータル」での閲覧に対応するため、国庫補助金を活用し、健康管理システムを改

修するものです。 

 

■ 補正予算の概要 
予算の内訳 

○ 新型インフルエンザ予防接種副本登録 2,288千円 

○ 自治体健診結果情報の副本登録    6,435千円 

 

■ 補正予算額 ８，７２３千円 【国庫補助金あり】 

〔特定財源〕国： 513千円(補助率2/3)新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ情報連携ｼｽﾃﾑ改修事業補助金 

       3,045千円(補助率2/3)健（検）診情報連携ｼｽﾃﾑ整備事業補助金 

健康医療部健康医療推進課 

予防接種記録や検診情報などをマイナンバーにより情報連携するた

め、健康管理システムを改修 

マイナンバー情報連携のための健康管理システム

の改修 

資料１５ 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 事業名 
「風の里」環境保全事業 

■ 目的 
「風の里」は、加須市上種足地内にある見沼代用水（星川）の旧河川敷を利用し、

ビオトープの創出を目的として平成 14年に整備された水辺空間です。 

整備後約 20 年が経過し、池の木製護岸が腐食により崩れたことから、安全の確

保及び水辺環境の保全のため、森林整備やその促進のための財源として国から譲与

された森林環境譲与税を活用し、修繕工事等を実施するものです。 

■ 補正予算の概要 
修繕工事の内容 

○下の池の一部既設土留杭及び横板の撤去並びに処分 約 60m 

○既設ベンチ（木製部分が腐食により破損）の撤去 

○新土留杭及び横板の設置 約 60m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 補正予算額 １，２８４千円 

森林環境譲与税（地方譲与税）を活用 

騎西総合支所地域振興課 

安全確保と水辺環境の保全のため、「風の里」の腐食した木製護岸の修

繕等を実施 

「風の里」の護岸修繕 

資料１６ 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 事業名 
農業公社支援事業 

 

■ 目的 
㈱かぞ農業公社は、平成 26 年 8 月に農業生産法人として設立され、地域の担い

手が借り受けられない条件が悪く点在している農地を借り受け、農地の遊休化の防

止等を図り、加須市の農業振興を図る一役を担っています。経営農地面積は、年々

増加し、令和 2年 12月現在で、54.9ヘクタールとなっています。 

こうした状況の中で、市が同社に貸与している農業用機械が老朽化し、故障頻度

が増加しているため、同社への支援として、市が所有する農業用機械を更新すると

ともに、引き続き貸与するものです。 

なお、機械の更新により、農作業の効率向上が図られ、経営農地の拡大に対応す

るとともに、更なる収益向上が見込まれます。 

 

■ 補正予算の概要 
更新する農業用機械 

○田植機（６条植） 1台  2,517千円 

○代かきローター  1台  1,307千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

田植機（6条植）          代かきローター 

 
■ 補正予算額 ３，８２４千円  

 

経済部農業振興課 

地域農業の振興のため、㈱かぞ農業公社への支援として、市が貸与し

ている農業用機械を更新 

㈱かぞ農業公社への支援 

資料１７ 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 目的 
緊急を要する水路の改修を行うことにより、安心安全なまちづくりを推進します。 

 

■ 補正予算の概要 

水路整備 １路線 

○幹線用排水路改修事業 （加須地域）１路線 １３，８００千円 

幹線用排水路を適正に維持管理するため、改修工事を実施します。 

 

■ 補正予算額 １３，８００千円 

 

都市整備部治水課 

緊急を要する水路の改修を実施 

水路の改修を実施 

資料１８ 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 事業名 
農地利用集積推進事業 

 

■ 目的 
埼玉県知事指定の農地中間管理機構（公益社団法人埼玉県農林公社）に、農業振

興地域内の農地を貸し付けた地域及び個人に協力金を交付することにより、同機構

を活用した担い手への農地集積・集約化を促進するとともに、土地利用調整機能の

強化を通じた農地の確保及び有効利用を推進します。 

 

■ 補正予算の概要 
（１）事業内容 

県を通して国から交付される農地集積・集約化対策事業補助金を活用し、次の

協力金交付事業を行います。 

事業名 内容 

地域集積協力金交

付事業 

地域内のまとまった農地を農地中間管理機構に貸し付け、

担い手への農地集積・集約化を図る地域に交付 

経営転換協力金交

付事業※ 

経営転換等により、全ての農地（10a 未満除く）を機構に

貸し付けた者等に交付 
※経営転換協力金は貸し付けた農地が機構から借受希望者に転貸されることが必要 

 

（２）協力金の交付額 

各協力金の交付単価は、国が定める各協力金の基準単価とする。 

区分 摘要 交付対象 基準単価 交付見込額 

地域集積協力金 
10a当たり 

機構の活用率 7割超 
2地域 22,000円 34,760千円 

経営転換協力金 
10a当たり 

上限 50万円/戸 
14戸 15,000円 869千円 

合計 35,629千円 

 

■ 補正予算額 ３５，６２９千円 【国庫補助金あり】 

〔特定財源〕国：35,629千円（補助率 10/10）機構集積協力金 

経済部農業振興課 

担い手への農地集積・集約化を促進するため協力金を交付 

農地中間管理機構への農地貸付に対する 

協力金を交付 

資料１９ 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 事業名 
ほ場等整備推進事業(農地集積事業補助金) 

■ 目的 
農地集積事業補助金は、意欲ある農家への農地の集積及びほ場の拡大を図るため、

支障となる畦畔の除去と整地に係る費用の一部を助成することにより、作業効率の

向上並びに農業機械の大型化及び農地流動化を推進するものです。 

農地中間管理事業に取り組む地域が増加したことなどから、本補助事業を活用す

る大規模農家などからの申請が増加しており、当初想定していた予算額が不足した

ため、増額措置するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔畦畔除去前〕           〔畦畔除去後〕 

■ 補正予算の概要 
（１）補助額 

○畦畔撤去に対する補助金額：1メートル当たり 400円 

○ほ場の整地費に対する補助金額：1平方メートル当たり 10円 

（２）予算の内訳 

 想定申請件数 1件当たり補助基準額 予算額 

当初予算 60件 60,000円/件 3,600千円 

今回補正予算 20件 60,000円/件 1,200千円 

合計 80件 － 4,800千円 

■ 補正予算額 １，２００千円 

経済部農業振興課 

農地集積事業補助金を活用して事業に取り組む農業従事者の増加によ

る増額措置 

農地集積やほ場拡大による大区画化への支援 

資料２０ 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 事業名 
地籍調査事業 

 

■ 目的 
平成 23年度から平成 26年度にかけて実施した北川辺地域の地籍調査事業につい

て、受託業者の不正により調査に誤りがあったため、平成 28 年度に違約金及び損

害賠償請求を行い、賠償金を原資とした再調査を同年度から開始し、令和 2年度に

完了しました。 

損害賠償請求では、対応が終息し賠償金の使途がない場合は残金を返金するとし

ていたことから、本市における令和 2年度の決算が確定したことに伴い、残金を相

手方に返金するものです。 

 

■ 補正予算の概要 
（１）損害賠償請求額 

請求日 納入日 損害賠償請求額 

平成 28年 4月 5日 平成 28年 4月 13日 113,885,367円 

 

（２）再調査費用（地籍調査事業決算額） 

年度 決算額 

平成 28年度 29,856,882円 

平成 29年度 18,086,464円 

平成 30年度 20,859,385円 

令和元年度 25,792,444円 

令和 2年度 13,504,874円 

合  計 108,100,049円 

 

（３）残金 

   113,885,367円 - 108,100,049円 = 5,785,318円 

■ 補正予算額 ５，７８６千円 

北川辺総合支所農政建設課 

受託業者の不正により誤りのあった地籍調査について、賠償金を原資

とした再調査の完了に伴う残金の返金 

地籍調査事業再調査完了に伴う賠償金の返金 

資料２１ 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 目的 
緊急を要する道路の修繕及び道路整備等の進捗を図ることにより、安心安全なま

ちづくりを推進します。 

 

■ 補正予算の概要 

道路整備 ７路線外 

①道路維持管理事業 （２地域）２路線   ２７，５００千円 

道路環境の安全性と快適性の向上を図り、安全な道路にします。 

○加須地域  1路線 21,000千円 

○大利根地域 1路線  6,500千円 

 

②幹線道路側溝事業 （騎西地域）１路線  １４，０００千円 

幹線道路の浸水対策や道路幅員を有効活用した歩行者の安全確保及び通行

の利便性を図ります。 

 

③生活道路新設改良事業 （２地域）３路線 ３４，８００千円 

生活道路の交通アクセスの確保、日常生活における安全性及び通行の利便性

の向上を図ります。 

○加須地域  2路線  9,300千円 

○大利根地域 1路線 25,500千円 

 

④生活道路側溝事業 （騎西地域）１路線   ２，５００千円 

生活道路の浸水対策や道路幅員を有効活用した歩行者の安全確保及び通行

の利便性を図ります。 

 

⑤橋りょう維持改良事業 （大利根地域）１橋 ５，９１６千円 

県が実施している一級河川中川の改修に伴う橋りょう架換工事に関し、現在

の片側歩道から両側歩道へとするための拡幅部分に係る費用について、県、加

須市及び久喜市による基本協定に基づく割合に応じた負担をするものです。 

 

■ 補正予算額 ８４，７１６千円 

 

都市整備部道路課 

緊急を要する道路の整備等を実施 

道路の整備等を実施 

資料２２ 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 事業名 
加須駅南口周辺まちづくり推進事業 

 

■ 目的 
令和 4 年 6 月に開院予定の埼玉県済生会加須病院を核とした新たなまちづくり

は、第 2次加須市総合振興計画基本構想で掲げる本市の将来都市像の実現に向けて

最優先に取り組むべき新たな課題です。 

10年先、20年先を見据え、埼玉県済生会加須病院を核とした「まちづくり構想」

の策定に向けた第一歩として、民間のノウハウを活用し、新たなまちづくりの基本

的な方向性を示す「まちづくりコンセプト」を策定するものです。 

 

■ 補正予算の概要 
（１）業務委託の内容 

地域の特性や時代の潮流、土地利用規制などを様々な角度で分析するとともに、

関係権利者の意向も踏まえ、まちづくり対象エリアの方向性や導入機能等につい

て、実現性の高い事業展開を見据えて検討するなど、「まちづくりコンセプト」の

策定に係る支援業務 

 

（２）予算額 

まちづくりコンセプト策定業務委託費 3,218千円 

 

■ 補正予算額 ３，２１８千円 

 

■ スケジュール 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度      

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

                    

 

都市整備部まちづくり課 

埼玉県済生会加須病院を核とした「まちづくり構想」の策定に向け、

新たなまちづくりの方向性を示す「まちづくりコンセプト」を策定 

加須駅南口周辺まちづくりコンセプトの策定 
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関係権利者の 

意向確認、 

コンセプト案 

の作成 

まちづくりコンセプト 

検討・策定 

まちづくりコンセプトを踏まえ、まちづくり構想の検討・策定 

まちづくり構想 

の実現に向けた 

取組 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 事業名 
小学校施設整備事業 

■ 目的 
建築後 51 年が経過し、老朽化が進んでいる加須市立不動岡小学校の校舎の建物

本来の機能の修復と耐久性の確保を図るとともに、教育環境を改善するため、校舎

の大規模改造工事等を実施します。 

なお、本工事は令和 4年度に実施する計画でしたが、令和 3年 9月 1日に国の学

校施設環境改善交付金の交付決定を受けたため、前倒しして進めるものです。 

■ 補正予算の概要 
（１）主な改修内容 

○ 外壁劣化対策及び塗装改修 

○ 教室、トイレ等全面改修（乾式化、洋式化） 

○ 電気設備・給排水設備全面改修（照明 LED化等） 

○ バリアフリー化、内装木質化改修 

○ 公共下水道区域外流入管渠築造工事 

（２）予算額の積算 

工事等区分 予算額 

大規模改造工事 736,538千円 

監理等業務委託 15,690千円 

備品購入（カーテン） 7,367千円 

備品購入（事務備品） 5,612千円 

下水道区域外流入管渠築造工事 16,500千円 

下水道区域外流入分担金 1,957千円 

排水工事関係手数料 1千円 

■ 補正予算額 ７８３，６６５千円 【国庫補助金あり】 

〔特定財源〕国：101,000千円（補助率1/3）学校施設環境改善交付金 

      市(市債)：474,200千円    学校教育施設整備事業債 

■ スケジュール 
令和３年度 令和４年度 

     

 

生涯学習部教育総務課 

安全で快適な教育環境を確保するため、不動岡小学校の校舎の大規模

改造工事等を実施 

不動岡小学校校舎の大規模改造工事 

資料２４ 
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■ 事業名 
①小学校施設整備事業  ②中学校施設整備事業 

■ 目的 
特別支援教室への入室児童生徒の増加に伴い、必要な特別支援教室を整備すると

ともに、義務標準法の一部改正に伴い、小学校において 35 人学級が段階的に施行

されていることなどから、不足する普通教室を整備します。 

■ 補正予算の概要 
①小学校施設整備事業 

学校名 整備事由等 整備内容 予算額 

高柳小学校 特別支援学級の増加に伴い、特別

支援教室を整備 

エアコン設置 

照明器具交換 

校内 LAN整備 

備品購入 

11,344千円 

普通学級の増加に伴い、既存の特

別支援教室を普通教室に変更し、

特別支援教室を整備 

エアコン設置 

照明器具交換 

校内 LAN整備 

備品購入 

田ケ谷小学校 特別支援学級の増加に伴い、特別

支援教室を整備 

校内 LAN整備 

備品購入 

2,375千円 

原道小学校 特別支援学級の増加に伴い、特別

支援教室を整備 

間仕切壁設置 

エアコン設置 

照明器具交換 

校内 LAN整備 

備品購入 

7,490千円 

元和小学校 普通学級の増加に伴う備品購入 備品購入 160千円 

②中学校施設整備事業 

学校名 整備事由 整備内容 予算額 

昭和中学校 特別支援学級の増加に伴う備品購入 備品購入 390千円 

加須北中学校 特別支援学級の増加に伴う備品購入 備品購入 182千円 

加須東中学校 特別支援学級の増加に伴う備品購入 備品購入 225千円 

■ 補正予算額 ① ２１，３６９千円 

②    ７９７千円 

生涯学習部教育総務課 

特別支援教室及び普通教室の増加に伴い、必要な整備を実施 

特別支援教室・普通教室の増加に伴う整備 
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■ 事業名 
給食センター管理運営事業 

 

■ 目的 
市内に３つある学校給食センターにおいては、調理のために蒸気が必要であり、

蒸気ボイラーの燃料として、灯油及びＡ重油を使用しています。 

長引く原油高の影響により、灯油及びＡ重油の値上がりが続き、燃料費の支出が

増加していることから、燃料費の不足が見込まれる予算の増額補正をするものです。 

 

■ 補正予算の概要 

センター 種別 補正前予算額 今回補正予算額 合計 

加須 灯油 6,160千円 996千円 7,156千円 

騎西 Ａ重油 3,600千円 1,784千円 5,384千円 

北川辺 Ａ重油 2,610千円 858千円 3,468千円 

合  計 12,370千円 3,638千円 16,008千円 

 

■ 補正予算額 ３，６３８千円 

 

学校教育部学校給食課 

長引く原油高の影響により、給食センターの蒸気ボイラーの燃料費が

増加しているため、不足する予算を増額措置 

学校給食センターの燃料費の増額 
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■ 条例の名称 
加須市手数料条例の一部を改正する条例 

 

■ 改正の趣旨 
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正により、長期優良住宅建築

等計画の認定に係る審査の合理化が図られたことから、これに対応する手数料につ

いて所要の改正をするものです。 

 

 

■ 主な改正内容 
長期優良住宅建築等計画の認定に係る技術的審査を住宅性能表示制度による審

査に一本化し、併せて額を改定します。 

区分

新築 6,000円

住宅性能 新築 23,000円

新築 13,000円

住宅性能 新築 72,000円

21,000円
増改築 25,000円

13,000円

8,000円

改正後改正前

共同住宅
長期優良

住宅性能
新築 17,000円

増改築

一戸建て
長期優良

増改築 10,000円 住宅性能
新築

増改築

 
 

■ 施行期日 

令和４年２月２０日 

都市整備部建築課 

法律の改正に伴い、長期優良住宅の認定申請手数料を改定 

加須市手数料条例の一部改正 

資料２７ 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

■ 条例の名称 
加須市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

 

■ 改正の趣旨 
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事

業等に関する基準を改めるとともに、事業者が記録する書面等について、書面等に

代えて電磁的記録により行うことができることとするものです。 

 

■ 主な改正内容 
（１）家庭的保育事業者等の運営に関する基準を次のとおり改めます。 

○ 代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難である場合は、市長が認め

る者等を確保することをもって、代替保育の提供に係る連携施設を確保するこ

とに代えられることができること。 

○ 家庭的保育者の居宅で保育を行う家庭的保育事業者が提供する食事について、

市長が適当と認める事業者からの外部搬入を可能とすること。 

○ 家庭的保育者の居宅で保育を行う家庭的保育事業者に対する自園調理に関す

る規定の適用を猶予する経過措置期間を 5年から 10年に延長すること。 

 

（２）家庭的保育事業者等は、記録、作成その他これらに類するもののうち、書面等

で行うものについては、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録により行

うことができることとします。 

 

■ 施行期日 

公布の日 

こども局こども保育課 

省令の改正に伴い、家庭的保育事業等に関する基準等を改正 

加須市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正 
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■ 条例の名称 
加須市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

 

■ 改正の趣旨 
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準の一部改正に伴い、事業者が記録する書面等について、書面

等に代えて電磁的記録により行うことができる旨の包括的な規定を定めるととも

に、規定の整備をするものです。 

 

■ 主な改正内容 
（１）特定教育・保育施設等は、記録、作成その他これらに類するもののうち、書面

等で行うものについては、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録により

行うことができることとします。 

（２）書面等の交付又は提出については、電磁的記録により作成されている場合には、

当該書面等の交付又は提出に代えて、保護者の承諾を得て、当該書面等に記載す

べき事項を電磁的方法により提供することができる旨を定めている個別の条文

を条例全体に適用するため、包括的な規定として定めます。 

（３）その他規定の整備をします。 

 

■ 施行期日 

公布の日 

こども局こども保育課 

内閣府令の改正に伴い、書面に代えて電磁的記録により記録できる規

定等を整備 

加須市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部改正 
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■ 条例の名称 
加須市高齢者、障害者等の移動等の円滑化を促進するための基準に関する条例の

一部を改正する条例 

 

■ 改正の趣旨 
移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令の一部改正

に伴い、移動等円滑化が必要な特定道路に「自転車歩行者専用道路等」等を新たに

追加するとともに、文言の整理を行うものです。 

 

■ 主な改正内容 
○「自転車歩行者専用道路等」及び「旅客特定車両停留施設」の構造に関する規定

を追加します。 

○「かご」を「籠」に改めるなど、文言を整理します。 

 

■ 施行期日 

公布の日 

都市整備部建築課 

省令の改正に伴い、移動等円滑化が必要な特定道路を追加 

加須市高齢者、障害者等の移動等の円滑化を促進

するための基準に関する条例の一部改正 

資料３０ 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

■ 条例の名称 
加須市老人福祉センター条例を廃止する条例 

 

■ 廃止の趣旨 
加須市老人福祉センター不老荘（以下「不老荘」といいます。）は、高齢者の各種

の相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための

便宜を総合的に供与することを目的として、昭和 51年 6月に開設しました。 

不老荘は、開設以来、お風呂のある交流の場として、多くの高齢者に親しまれて

きましたが、建築から 45 年が経過し、建物・設備の老朽化が著しく、施設を安全

に市民の利用に供することが困難となったため、廃止するものです。 

なお、不老荘は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和 2年 2月 27日

から休館しています。 

 

■ 施行期日 

令和４年４月１日 

 

福祉部高齢介護課 

建物及び設備の老朽化により、施設を安全に市民の利用に供すること

が困難となった加須市老人福祉センター不老荘を廃止 

加須市老人福祉センター条例の廃止 
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■ 条例の名称 
加須市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

■ 改正の趣旨 
○ 現在、国民健康保険の被保険者の出産育児一時金については、Ⓐ条例で定める出

産育児一時金の支給額と、産科医療補償制度※加入医療機関での分娩（死産を除

く。）の場合はⒷ市の規則で定める加算額（産科医療補償制度の掛金相当分）を合

わせたⒸ総額 42万円を支給しています。 

○ 厚生労働省による産科医療補償制度の見直しに関する検討会の報告を基に、令

和 4 年 1 月 1 日から産科医療補償制度の掛金が引き下げられることとなりまし

た。一方で、同省の社会保障審議会医療保険部会においては、少子化対策として

の重要性に鑑み、出産育児一時金の総支給額については、42万円を維持すべきと

されました。 

○ こうした状況により健康保険法施行令が改正されたことを踏まえ、加須市国民

健康保険条例について、所要の改正をするものです。 

 
※産科医療補償制度 

○ 医療機関が加入し、出産時に予期せぬ事態が発生した結果、重度の障害（重

度脳性麻痺）を負ってしまった新生児やその家族に対して一定の補償をする

制度 

○ 2021年 5月末現在、全国の分娩機関の加入率は 99.9%（未加入 3団体） 

 

■ 主な改正内容 
条例に定める支給額を 40万 4,000円から 40万 8,000円に引き上げます。 

〔出産育児一時金の支給額〕 

 改正前  改正後 

Ⓐ出産育児一時金 ※市条例で規定 40万 4,000円  40万 8,000円 

Ⓑ加算額（掛金相当分） ※市規則で規定 1万 6,000円  1万 2,000円 

Ⓒ支給総額（Ⓐ＋Ⓑ） 42万円  42万円 

 

■ 施行期日 

令和４年１月１日 

健康医療部国保年金課 

産科医療補償制度の掛金相当分の引下げを踏まえ、出産育児一時金の

総支給額（42万円）を維持するため、条例で定める支給額を引上げ 

加須市国民健康保険条例の一部改正 
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■ 規則の名称 

加須市国民健康保険に関する規則の一部を改正する規則 

■ 改正の趣旨 

（１）産科医療補償制度の掛金の引下げ 

厚生労働省による産科医療補償制度の見直しに関する検討会にて、当該制度に

おける剰余金の残高（見込みを含む。）、制度の長期的な安定運営の観点と補償対

象基準の見直し等を踏まえた掛金の再設定が検討され、令和４年１月１日から産

科医療補償制度の掛金が引き下げられることとなりました。 

（２）出産育児一時金の加算額の引下げ 

産科医療補償制度の掛金の引下げを踏まえ、加須市国民健康保険税条例第６条

ただし書の規定により規則で定めることとされている出産育児一時金の加算額

を同様に引き下げます。 

■ 改正内容 

第４１条第１項中「１６，０００円」を「１２，０００円」に改める。 

■ 施行期日 

令和４年１月１日 

〔参考〕 

○ 産科医療補償制度とは 

医療機関が加入し、出産時に予期せぬ事態が発生した結果、重度の障害（重度脳

性麻痺）を負ってしまった新生児やその家族に対して一定の補償をする制度 

2021年５月末現在、全国の分娩機関の加入率は 99.9%（未加入３団体） 

○「加須市国民健康保険条例第６条ただし書」の規定内容〔要旨〕 

（出産育児一時金について）市長が、健康保険法施行令第３６条の規定を勘案し、

必要があると認めるときは、規則で定める額を加算するものとする。 

○「健康保険法施行令第３６条ただし書」の規定内容〔要旨〕 

（出産育児一時金について）産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産に

ついて、同制度の保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額（掛金額）

を基準として保険者が定める金額を加算する。 

健康医療部国保年金課 

 

産科医療補償制度の掛金が引下げられることを踏まえ、出産育児一時

金の加算額を引下げ 

加須市国民健康保険に関する規則の一部改正 

資料３２－１ 

 

参 考 



県外避難者への訪問・支援 

 

 

 

■ 事業の目的 

県外避難者の方々が市内で生活する上で困っていることなどを、戸別に訪問し、具体

的に聞き取り、加須市として出来うる支援に繋げるため実施します。また、市の各種事

業への参加や、地域の自治会等への情報提供及び加入についてもその推進を図ります。 

 

■ 実施内容 

（１）実施方法 

郵送によるアンケート（令和 3年 12月に実施） 

※前回の第 20回（令和 3年 5月実施）と同様に避難者及び訪問者相互の新型コロナウ

イルス感染予防のため、戸別訪問ではなく、アンケートを郵送し、返送する方式に

より実施 

（２）対象 

東日本大震災の発生に起因する原発事故等に伴い、市内へ避難している全ての避難者

世帯 

※避難者数は、県市町村課、双葉町等からの令和 3年 12月１日確認データにより実施 

 

■ 県外避難者数（令和 3年 11月 1日現在） 

避難元市町村別の市内避難先地域内訳 

避難元／地域名 計 加 須 騎 西 北川辺 大利根 

 世帯数 人数 世帯数 人数 世帯数 人数 世帯数 人数 世帯数 人数 

福島県 双葉町 139 382 69 174 70 208     

南相馬市 4 11 3 6 1 5     

浪江町 12 23 8 18 3 4   1 1 

富岡町 4 9 4 9       

大熊町 3 20 3 19 ※② 1     

楢葉町 2 6   2 6     

飯舘村 2 5 2 5       

川内村  1 ※① 1       

計 166 457 89 232 76 224 0 0 1 1 

※①：川内村出身だが、双葉町出身世帯に同居しているため、川内村世帯ではカウントしない。 

※②：大熊町出身だが、双葉町出身世帯に同居しているため、大熊町世帯ではカウントしない。 

 

■ 前回（第２０回）の戸別訪問（アンケート郵送による返送方式） 

（１）実施期間 令和 3年 5月 

（２）対象世帯 167世帯（453人） 

（３）回 答 率 49.3％（訪問拒否等の 33世帯を除く、134世帯うち 66世帯から回答） 

※第 21回の結果は、令和 4年 2月頃にまとまる予定です。 

 

第２１回県外避難者宅への戸別訪問（郵送による調査）を実施 

資料３３ 

 
総務部総務課 



                                    

 

国指定重要無形民俗文化財 

「玉敷神社神楽」の奉納について 
 

国指定重要無形民俗文化財の「玉敷神社神楽」の奉納が公開されます。 

「玉敷神社神楽」は、江戸神楽の源流を伝え、様式的な所作を繰り返す点に特徴があり

ます。起源ははっきりしませんが、江戸時代初期には神楽が行われていたようです。 

古くは、正能地区（騎西地域）の氏子が父子相伝で継承してきました。現在は、地区内

外の有志によって継承されています。 

この時季は、黄金色に色づいたイチョウの葉が舞い散り、神楽殿の周囲は一面黄金色の

じゅうたんとなり、より一層幻想的な神楽になります。 

 

■ 開催日時  令和３年１２月１日（水） 午後 1時 30分頃から 

■ 開催場所  玉敷神社神楽殿（加須市騎西５５２） 

■ 主  催  玉敷神社神楽保存会 

■ 内  容  演目「イザナギ・イザナミの連れ舞」、「恵比寿の舞」など４座程度 

※都合により、演目の変更及び減があります。 

※新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で実施します。 

                                                

過去の奉納の様子 

記 者 発 表 資 料 

令和３年１１月１９日 

生涯学習部（生涯学習課） 

資料３４ 



 

 

 

「クライミングのまち かぞ」に 

将来のスター選手たちが集う 
 

 

 

■ 日  時  令和３年１２月２５日（土）～２６日（日） 

【１２月２５日】 

男女予選（フラッシュ ２本） ９時３０分～１７時３０分 

【１２月２６日】 

男女決勝（オンサイト） ９時００分～ 

        ※開・閉会式は、感染症対策のため実施しない 

■ 会  場  加須市民体育館（加須こいのぼりクライミングウォール） 

■ 種  目  男子リード／女子リード 

■ 観  覧  無観客 

■ 主  催   （公社）日本山岳・スポーツクライミング協会 

■ 共  催  （公財）全国高等学校体育連盟／加須市／加須市教育委員会 

■ 後  援   スポーツ庁／（公財）日本スポーツ協会／埼玉県教育委員会／ 

（公財）埼玉県スポーツ協会／加須市スポーツ協会／毎日新聞社 

■ 主  管  埼玉県山岳・スポーツクライミング協会／ 

（公財）全国高等学校体育連盟登山専門部 

 

 

 

 

■ 日  時  令和３年１２月５日（日） 

【ジュニアの部・エキスパートの部】 

８時３０分～１３時００分（予定） 

【ビギナーの部・ミドルの部】 

１４時３０分～１８時００分（予定） 

※開・閉会式は、感染症対策のため実施しない 

■ 会  場  加須市民体育館（加須こいのぼりクライミングウォール） 

■ カテゴリー  ４部門①エキスパート②ミドル③ビギナー④ジュニア（中学生以下） 

■ 参加資格  埼玉県在住者のみ 

■ 定    員  ６５人（エキスパート２０人、ミドル１５人、ビギナー１５人、 

ジュニア１５人） 

■ 観  客  無観客 

■ 主   催  加須市／加須市教育委員会／ 

（一社）埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 

■ 共   催  埼玉県／埼玉県教育委員会／（公財）埼玉県スポーツ協会 

■ 後   援  加須市スポーツ協会 

■ 主   管  埼玉県山岳・スポーツクライミング協会競技委員会／加須市山岳連盟 

記 者 発 表 資 料 

令和３年１１月１９日 

生涯学習部（スポーツ振興課） 

資料３５ 

第１２回全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会 

第２２回リードＫＡＺＯクライミングカップ２０２１ 



 

 

 

オリンピック競技や選手にふれ 

新たなスポーツにチャレンジ！！ 

 
 

 
■ 日 時  令和３年１２月１１日（土） 受付：１３時～ 

教室：１３時３０分～１５時 

■ 会 場  平成国際大学ウエイトリフティング場 

■ 定 員  １０人（先着順） 

■ 対 象  小学生（５年生、６年生） 

■ 参加費  ３００円（保険代） ※当日払い 

■ 申 込  加須市民体育館へ電話（０４８０－６２－６１２３）で申し込み 

令和３年１１月１日（月）～１１月３０日（火） 

■ その他  室内シューズ、タオル、飲み物を持参 

 

 

 

■ 日 時  令和３年１２月１８日（土）第１部 受付：８時３０分～ 

教室：９時～１０時３０分 

第２部 受付：１０時３０分～ 

教室：１１時～１２時３０分 

■ 会 場  加須スケートパーク 

■ 定 員  ２０人（先着順） ※第１部１０人、第２部１０人 

■ 対 象  小学生（３年～６年生）で初心者の方 

■ 参加費  ３００円（保険代） ※当日払い 

■ 申 込  大利根文化体育館へ電話（０４８０－７２－５４８８）で申し込み 

令和３年１１月８月（月）～１１月３０日（火） 

■ その他  ボード、プロテクター、ヘルメットをお持ちの方は持参 

※お持ちでない方は、主催者側で用意 

 

 

 

 

■ 日 時  令和３年１２月１９日（日） 受付 ９時３０分～ 

教室 １０時～１２時 

■ 会 場  渡良瀬遊水地中央エントランス 下宮橋グラウンド付近 

■ 定 員  １０人（先着順） 

■ 対 象  小学生（３年生、４年生） 

■ 参加費  ３００円（保険代） ※当日払い 

■ 申 込  加須市民体育館へ電話（０４８０－６２－６１２３）で申し込み 

令和３年１１月１日（月）～１１月３０日（火） 

■ その他  自転車、ヘルメット、タオル、飲み物、プロテクター（お持ちの方）を

持参 

記 者 発 表 資 料 

令和３年１１月１９日 

生涯学習部（スポーツ振興課） 

資料３６ 

東京オリンピック銅メダリスト 安藤美希子選手 による 

ウエイトリフティング体験会 

初心者スケートボード教室 

オリンピック選手 飯島誠選手 から自転車の楽しさを学ぼう 

サイクリング教室 

～オリンピック選手（飯島誠選手）から自転車の楽しさを学ぼ

う～ 



 
 
 

イルミネーション大作戦 
 

 この取り組みは、毎年、北川辺DreamプロジェックトとDreamサポーターの皆さ

んにより、イルミネーションの飾り付けが行われ、点灯式を実施しています。 

 趣向を凝らしたイルミネーションで街を彩り、北川辺地域から約3万球のＬＥＤライ

トにのせて「元気」と「活気」を発信します。 

 

■ 点 灯 式  令和３年１２月１２日（日）17時から ※17時30分に一斉点灯 

会場:：北川辺文化・学習センター「みのり」北側駐車場 

※来場した子どもにサンタクロースからプレゼント（先着１００名） 

         模擬店出店予定 

 

■ 実施内容  令和３年１２月１２日（日）～令和４年１月３１日（月）まで 

  北川辺文化・学習センター「みのり」北側約２００ｍの区間 

■ 問 合 せ  加須市物産観光協会北川辺支部（北川辺総合支所地域振興課） 

電話0280-61-1205 

 

【北川辺Dreamプロジェクトとは】 

北川辺地域のボランティア団体で、業種の垣根を越えた１０代～５０代の幅広い世代

のメンバーで構成されています。 

 地域を盛り上げるため、毎年、イルミネーション大作戦を始め、様々なイベントを企

画・開催している他、ご当地ヒーロー「稲穂戦隊スイハンジャー」もこの北川辺Dream

プロジェクトが運営しています。 

 

    

 

   

記 者 発 表 資 料 

令和３年１１月１９日 

北川辺総合支所地域振興課 

資料３７ 

前回の様子 



 

 

 

令和４ 年 加須市成人式 
 

 令和４年の「加須市成人式」は、加須文化・学習センター「パストラルかぞ」の１会場

に統合して開催する方針でしたが、新型コロナウイルス感染症対策を徹底するため、会場

及び開式時間を学校区ごとに分散して挙行します。 

 

■ 開 催 日 

令和４年１月９日（日） 
 

■ 会場・受付時間 
施設名 会場 受付時間 学校区 

加須文化・学習センター 

「パストラルかぞ」 

大ホール 

９時００分【１部】 加須西中学校区 

１１時３０分【２部】 加須平成中学校区 

１４時００分【３部】 昭和中学校区 

小ホール 
９時００分【１部】 加須北中学校区 

１１時３０分【２部】 加須東中学校区 

騎西総合体育館 

「ふじアリーナ」 
メインアリーナ ９時３０分 騎西中学校区 

北川辺文化・学習センター

「みのり」 
多目的ホール ９時３０分 北川辺中学校区 

大利根文化・学習センター

「アスタホール」 
多目的ホール ９時３０分 大利根中学校区 

 

■ 対 象 者 

平成１３年４月２日から平成１４年４月１日生まれの本市在住者、もしくは出身者等 

 

■ 運営方針 

新成人による実行委員会組織を主体とした企画運営 

 

■ 主  催 

加須市教育委員会・加須市成人式実行委員会 

 

■ 新型コロナウイルス感染症対策 
入場者の制限、出席者名簿の作成、式典時間の短縮等、新型コロナウイルス感染症対

策を講じた上で開催します。 

記 者 発 表 資 料 

令和３年１１月１９日 

生涯学習部（生涯学習課） 

資料３８ 



 

 

    関東三大不動 不動ヶ岡不動尊總願寺 

   節分会
せ つ ぶ ん え

「鬼追い豆撒き式」 

関東三大不動のひとつとして名高い「不動ヶ岡不動尊總願寺」で江戸時代から続くとさ

れる伝統祭事「節分会 鬼追い豆撒き式」が行われます。この行事は、3 匹の鬼が堂の回

廊を荒々しく駆け巡ることから全国的にも珍しい勇壮な行事といわれ、毎年多くの参詣客

が訪れます。 

 同山の 山口眞司 住職らによって、開運招福や厄除、交通安全等を祈願する大護摩供が盛

大に厳修され「鬼追い豆撒き式」が行われます。 

長さ約 3ｍ、重さ約 30kg の大松明（おおたいまつ）を掲げた赤鬼を先頭に、剣を振り

かざす青鬼、棍棒を担いだ黒鬼が登場し、不動堂の回廊を荒々しく駆け回ります。 

 真っ赤に燃え盛る大松明の火は大護摩供で焚かれた火を移したもので、赤鬼が勢いよく

振り回すこの松明の火の粉を浴びると、その一年間は息災に過ごすことができるといわれ

ています。 

 

■ 日  時  令和４年２月３日（木） １１時～ 

■ 会  場  不動ヶ岡不動尊總願寺（加須市不動岡２－９－１８） 

■ 内  容  稚児練供養（１１時～） 

      大護摩供・鬼追い豆撒き式（１２時～、１６時～、２０時３０分～の３回） 

      各種催物（境内及び門前通り） 

      ※時間は、予定となります。 

※催物の内容及び芸能人等ゲストの有無は、未定です。 

※新型コロナウイルスの感染状況により、内容が変更となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

例年の様子 

記 者 発 表 資 料 

令和３年１１月１９日 

経済部（観光振興課） 

資料３９ 
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